[bookmark: _asj6k99p5lqm]フランチャイズNDA（秘密保持契約書）

フランチャイズ本部（以下「甲」という。）と、フランチャイズ加盟を検討する者（以下「乙」という。）は、フランチャイズ契約の締結可能性を検討する過程において開示される秘密情報の取扱いについて、以下のとおり秘密保持契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _q7sn1osat19m]第1条（目的）
本契約は、甲が運営するフランチャイズ事業への加盟可否を検討する目的（以下「本目的」という。）の範囲内において、甲が乙に開示する秘密情報の取扱条件を定めることを目的とする。

[bookmark: _2sxupyyfb3w2]第2条（秘密情報の定義）
本契約において「秘密情報」とは、甲が乙に対し、本目的のために開示する以下の情報をいう。
1. フランチャイズ事業の運営ノウハウ、ビジネスモデル、収益構造、価格体系、原価構成
2. マニュアル、業務手順、教育資料、研修内容
3. 顧客情報、加盟店情報、出店計画、エリア戦略
4. 財務情報、売上データ、利益率、将来計画
5. その他、開示時に秘密である旨が明示された情報
ただし、次の各号に該当する情報は秘密情報に該当しないものとする。
① 開示時点で公知となっている情報
② 開示後、乙の責によらず公知となった情報
③ 開示前から乙が正当に保有していた情報
④ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報
⑤ 秘密情報によらず乙が独自に開発した情報

[bookmark: _mqmhnawds1eq]第3条（秘密保持義務）
乙は、秘密情報を厳重に管理し、甲の事前の書面による承諾なく、第三者に開示または漏えいしてはならない。
2. 乙は、秘密情報を本目的以外の目的で使用してはならない。
3. 乙は、本目的のために秘密情報を知る必要がある自己の役員または従業員に限り、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができるものとし、当該者に本契約と同等の秘密保持義務を負わせる。

[bookmark: _26dzwt59se0n]第4条（複製・改変の禁止）
乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、秘密情報を複製、改変、要約、翻案してはならない。

[bookmark: _ip5h00j873t3]第5条（知的財産権）
秘密情報に関する著作権、商標権、ノウハウその他一切の知的財産権は、甲に帰属するものとする。
2. 本契約に基づく秘密情報の開示は、乙に対していかなる権利の譲渡、実施許諾、使用許諾を意味するものではない。

[bookmark: _jeov8pscre51]第6条（加盟義務の不存在）
本契約は、乙に対しフランチャイズ契約の締結義務を課すものではなく、また、甲に対しても加盟を承諾する義務を課すものではない。

[bookmark: _w5u5rw911cv9]第7条（返還・廃棄）
乙は、本目的が終了した場合、または甲から要求があった場合には、秘密情報およびその複製物を速やかに返還または廃棄するものとする。

[bookmark: _pnzji6obj96i]第8条（損害賠償）
乙が本契約に違反し、甲に損害を与えた場合、乙はその一切の損害（合理的な弁護士費用を含む）を賠償する責任を負う。

[bookmark: _249jbbi7hs1o]第9条（差止請求）
乙が本契約に違反し、または違反するおそれがある場合、甲は損害賠償の請求に加え、秘密情報の使用差止め等の法的措置を講じることができる。

[bookmark: _3whik4ja3tu3]第10条（有効期間）
本契約の有効期間は、契約締結日から〇年間とする。
2. 本契約終了後も、秘密情報については、終了日から〇年間、本契約の規定が有効に存続する。

[bookmark: _cy3lccikfa6g]第11条（準拠法・管轄）
本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関して生じる一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

[bookmark: _v7yzpzdq2dn9]第12条（協議事項）
本契約に定めのない事項または疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し解決を図るものとする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。

[bookmark: _1juec9ylqkul]契約締結日
〇〇年〇月〇日
[bookmark: _3pald92ftn1n]
[bookmark: _8oaz3jteqx7d]甲（フランチャイズ本部）
所在地：
名称：
代表者名：
[bookmark: _azqfdrk4qpa8]
[bookmark: _3pngwmedg22j]乙（加盟検討者）
所在地：
氏名または名称：

